
毎
週
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・
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曜
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行
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日
の
翌
日
）
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福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
審
査
請
求
」
を
「
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
（
以

下
「
審
査
請
求
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
去
つ
た
」
を
「
離
れ
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
処
分

者
と
す
る
」
を
「
処
分
者
を
い
う
」
に
改
め
る
。

第
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

人
事
委
員
会
か
ら
当
事
者
に
対
す
る
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、
代
理
人
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合

は
、
代
理
人
に
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
二
人
以
上
の
代
理
人
が
選
任

さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
い
ず
れ
か
一
人
の
代
理
人
に
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
書
面
審
理
又
は
口
頭
審
理
を
行
な
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
を
「
第
十
四
条
か

ら
第
四
十
六
条
ま
で
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
処
分
に
つ
い
て
の
法
第
四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
」
を
削
り
、
同

条
第
五
項
中
「
審
査
請
求
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
し
た
事
項
」
を
「
請
求
者
は
、
審
査
請
求
書

及
び
そ
の
添
付
書
類
の
記
載
事
項
」
に
、
「
場
合
に
は
、
請
求
者
は
、
そ
の
都
度
」
を
「
場
合
は
、
」

に
改
め
、
「
人
事
委
員
会
に
」
の
下
に
「
書
面
で
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
三

項
及
び
第
四
項
を
一
項
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
同
項
を

第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

審
査
請
求
を
代
理
人
に
よ
つ
て
す
る
場
合
は
、
審
査
請
求
書
に
委
任
状
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

第
七
条
及
び
第
七
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
審
査
の
併
合
又
は
分
離
）

第
七
条

人
事
委
員
会
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
事
者
の
申
請
又
は
職
権
に
よ
り
、
同

一
の
若
し
く
は
相
関
連
す
る
事
件
に
関
し
て
行
わ
れ
た
処
分
又
は
請
求
者
若
し
く
は
処
分
者
が
同
一

で
あ
る
処
分
に
係
る
審
査
請
求
の
審
査
を
併
合
し
、
又
は
分
離
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

人
事
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
審
査
請
求
の
審
査
を
併
合
し
、
又
は
分
離
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
当
事
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
代
表
者
）

第
七
条
の
二

審
査
の
併
合
に
係
る
事
案
の
請
求
者
は
、
そ
の
請
求
者
の
う
ち
か
ら
代
表
者
一
人
を
選

任
し
、
及
び
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

人
事
委
員
会
は
、
代
表
者
が
選
任
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
代
表

者
を
選
任
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

請
求
者
が
代
表
者
を
選
任
し
、
又
は
解
任
し
た
と
き
は
、
書
面
に
よ
り
人
事
委
員
会
に
届
け
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

代
表
者
は
、
併
合
に
係
る
事
案
の
請
求
者
の
た
め
に
、
審
査
請
求
の
取
下
げ
を
除
き
、
そ
の
事
案

の
審
査
に
関
す
る
一
切
の
行
為
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５

前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
併
合
さ
れ
た
審
査
請
求
に
つ
い
て
、
審
査
を
分
離
し
た
場
合
及
び

他
の
審
査
請
求
の
審
査
と
の
併
合
を
行
つ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
の
代
表
者

は
、
そ
の
地
位
を
失
う
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。

一

併
合
さ
れ
た
審
査
を
分
離
し
た
場
合
に
お
い
て
、
な
お
代
表
者
の
し
た
審
査
請
求
と
審
査
が
併

合
さ
れ
て
い
る
他
の
審
査
請
求
の
請
求
人
が
そ
の
代
表
者
に
関
し
異
議
を
述
べ
な
い
と
き
。

二

他
の
審
査
請
求
の
審
査
と
の
併
合
を
行
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
審
査
請
求
の
請
求
人

が
そ
の
代
表
者
に
関
し
異
議
を
述
べ
な
い
と
き
。

６

代
表
者
が
選
任
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
請
求
者
に
対
す
る
人
事
委
員
会
の
通
知
そ
の
他
の
行
為
は
、

代
表
者
に
対
し
て
す
れ
ば
足
り
る
も
の
と
す
る
。

第
八
条
第
二
項
中
「
不
備
を
補
正
さ
せ
る
」
を
「
不
備
の
補
正
を
命
ず
る
」
に
、
「
職
権
を
も
つ
て
」

を
「
職
権
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

人
事
委
員
会
は
、
審
査
請
求
を
受
理
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
と
き
は
そ
の
旨
を
当
事
者
に
通
知
───────────────────────────────────────────────────────────
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す
る
と
と
も
に
審
査
請
求
書
の
副
本
を
処
分
者
に
送
付
し
、
却
下
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
と
き
は

理
由
を
付
し
て
そ
の
旨
を
請
求
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
条
を
削
る
。

第
十
条
の
二
中
「
場
合
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
理
由
を
付
し
て
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
条
と
す

る
。第

十
四
条
第
二
項
中
「
書
面
を
も
つ
て
」
を
「
書
面
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
作
成
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
作
成
さ
せ
る
も
の
と
す
る
」
に
改

め
、
同
条
第
三
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
第
一
項
中
「
書
面
を
も
つ
て
」
を
「
書
面
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
二
十
九
条
第
一
項
中
「
作
成
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
作
成
さ
せ
る
も
の
と
す
る
」
に

改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
改
め
る
。

第
三
十
条
第
二
項
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
、
「
書
面
を
も
つ
て
」
を
「
書
面
に
よ
り
」
に
改

め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
次
の
各
号
の
一
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
中
「
認
め
る
場
合
は
」
を
「
認
め
る
と
き
は
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
中
「
証
拠
を
所
持
す
る
者
は
」
を
「
証
拠
を
所
持
す
る
者
に
対
し
て
」
に
、
「
こ
の
場

合
に
は
」
を
「
こ
の
場
合
に
お
い
て
人
事
委
員
会
は
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
九
条
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
改
め
る
。

第
四
十
四
条
第
一
項
中
「
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
認
め
る
と
き
は
」
に
改
め
る
。

第
四
十
七
条
の
見
出
し
を
「
（
裁
決
及
び
裁
決
書
の
送
付
）
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
こ
れ
を

書
面
に
」
を
「
裁
決
書
を
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
書
面
（
以
下
「
裁
決
書
」
と
い
う
。
）
」
を

「
裁
決
書
」
に
、
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
を
同
項
第
五
号
と
し
、
同
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

一

当
事
者
の
表
示

第
四
十
七
条
第
三
項
中
「
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
送
付
す
る

も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
人
事
委
員
会
は
」
に
改
め
る
。

第
四
十
八
条
中
「
認
め
る
場
合
に
お
い
て
は
」
を
「
認
め
る
と
き
は
」
に
、
「
書
面
を
も
つ
て
」
を

「
書
面
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
四
十
九
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
裁
決
書
の
更
正
）

第
四
十
九
条

人
事
委
員
会
は
、
裁
決
書
に
誤
字
、
脱
字
そ
の
他
こ
れ
に
類
す
る
明
白
な
誤
り
が
あ
る

場
合
に
は
、
い
つ
で
も
、
当
事
者
の
申
出
又
は
職
権
に
よ
り
更
正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

裁
決
書
の
更
正
は
、
裁
決
書
の
原
本
及
び
正
本
に
附
記
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
正
本

に
附
記
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
更
正
通
知
書
を
当
事
者
に
送
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
次
の
各
号
の
一
」
を
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中

「
書
面
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
を
「
再
審
請
求
書
正
副
各
一
通
を
人
事
委
員
会
に
提
出
し
て
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
の
書
面
（
以
下
「
再
審
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」

を
「
再
審
請
求
書
」
に
、
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
改
め
、
「
し
て
、
正
副
各
一
通
を
人
事
委
員
会

に
提
出
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
再
審
請
求
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
に
記
載
し
た
事
項
」
を
「
再

審
を
請
求
し
た
者
は
、
再
審
請
求
書
及
び
そ
の
添
付
書
類
の
記
載
事
項
」
に
、
「
場
合
に
は
、
再
審
を

請
求
し
た
者
は
、
そ
の
都
度
」
を
「
場
合
は
、
」
に
改
め
、
「
人
事
委
員
会
に
」
の
下
に
「
書
面
で
」

を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

再
審
査
請
求
書
に
は
、
関
係
書
類
そ
の
他
の
資
料
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
再
審

の
場
合
に
お
け
る
審
査
の
係
属
中
に
お
い
て
も
こ
れ
ら
の
資
料
を
提
出
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

第
五
十
一
条
の
見
出
し
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

人
事
委
員
会
は
、
再
審
請
求
書
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
記
載
事
項
、
添
付
書
類
、
再
審
を

請
求
す
る
者
の
資
格
、
再
審
の
請
求
の
期
限
、
再
審
の
請
求
等
の
事
由
等
を
調
査
し
、
そ
の
再
審
の

請
求
の
受
理
又
は
却
下
を
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
再
審
の
請

求
に
つ
い
て
は
、
却
下
す
る
も
の
と
す
る
。

第
五
十
一
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

人
事
委
員
会
は
、
再
審
の
請
求
を
受
理
す
べ
き
も
の
と
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
事
者
に

通
知
す
る
と
と
も
に
、
再
審
請
求
書
の
副
本
を
相
手
方
当
事
者
に
送
付
し
、
却
下
す
べ
き
も
の
と
決

定
し
た
と
き
は
、
理
由
を
付
し
て
、
そ
の
旨
を
再
審
を
請
求
し
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
一
条
第
三
項
を
削
る
。

第
五
十
一
条
の
二
中
「
各
号
」
を
削
り
、
「
場
合
に
お
い
て
」
の
下
に
「
、
理
由
を
付
し
て
」
を
加

え
る
。

第
五
十
三
条
中
「
、
第
十
条
及
び
第
十
条
の
二
」
を
「
及
び
第
十
条
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
中
「
次
の
各
号
」
を
「
次
」
に
改
め
る
。

第
五
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
雑
則
）

第
五
十
七
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
審
査
請
求
、
審
査
手
続
、
裁
決
及
び
再
審
に
関
し

必
要
な
事
項
は
、
人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
福
島
県
職
員
（
民
間
企
業
等
職
務
経
験
者
）
採
用
候
補
者
試
験
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め

る
。

───────────────────────────────────────────────────────────

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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福
島
県
職
員

行
政
事
務

一
般
行
政
の
事
務
（
警
察
本
部
及
び
警

教
養
試
験
（
多

（
民
間
企
業

察
署
等
に
お
け
る
も
の
を
除
く
。
）
に

肢
選
択
式
）

等
職
務
経
験

関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務

ア
ピ
ー
ル
シ
ー

者
）
採
用
候

と
す
る
職

ト
試
験

補
者
試
験

口
述
試
験

論
文
試
験

適
性
検
査

資
格
調
査

農
業
土
木

主
と
し
て
農
業
土
木
に
関
す
る
知
識
、

教
養
試
験
（
多

技
術
又
は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す

肢
選
択
式
）

る
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す

資
格
加
点

る
職

ア
ピ
ー
ル
シ
ー

ト
試
験

土

木

主
と
し
て
土
木
に
関
す
る
知
識
、
技
術

口
述
試
験

又
は
そ
の
他
の
能
力
を
必
要
と
す
る
業

論
文
試
験

務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
と
す
る
職

適
性
検
査

資
格
調
査

別
表
第
二
備
考
中
九
を
十
一
と
し
、
八
を
十
と
し
、
七
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

八

「
ア
ピ
ー
ル
シ
ー
ト
試
験
」
と
は
、
自
ら
の
経
験
、
県
職
員
と
し
て
働
く
意
欲
等
に
つ
い
て
の

記
述
式
に
よ
る
筆
記
試
験
を
い
う
。

九

「
資
格
加
点
」
と
は
、
職
務
遂
行
に
関
係
す
る
資
格
を
有
す
る
者
に
一
定
点
を
加
点
す
る
こ
と

を
い
う
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
採
用
給
与
課
）

福
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

人
事
委
員
会
事
務
局

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
二
年
福
島
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
事
務
局
長
の
専
決
事
項
の
欄
第
三
十
二
号
中
「
及
び
第
二
項
」
を
削
り
、
「
か
ら
第
十
六

条
ま
で
」
を
「
、
第
十
五
条
」
に
改
め
、
「
、
第
二
十
六
条
第
二
項
」
を
削
り
、
「
並
び
に
」
を
「
及

び
」
に
改
め
、
同
欄
中
第
五
十
九
号
を
第
六
十
一
号
と
し
、
第
四
十
二
号
か
ら
第
五
十
八
号
ま
で
を
二

号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
四
十
一
号
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

四
十
二

勤
務
条
件
に
関
す
る
措
置
の
要
求
に
関
す
る
規
則
（
平
成
三
十
年
福
島
県
人
事
委
員
会
規

則
第
九
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
措
置
要
求
書
の
記
載
事
項
等
の
調
査
並
び
に
同
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
る
措
置
要
求
書
の
不
備
の
補
正
の
命
令
及
び
職
権
に
よ
る
不
備
の
補
正

四
十
三

不
利
益
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
福
島
県
人
事
委
員

会
規
則
第
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
審
査
請
求
書
の
記
載
事
項
等
の
調
査
並
び
に
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
書
の
不
備
の
補
正
の
命
令
及
び
職
権
に
よ
る
不
備
の
補
正

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
三
月
二
十
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
総
務
審
査
課
）

福
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号

口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
個
人
情
報
を
定
め
る
件
（
平
成
十
八
年
福
島
県
人
事

委
員
会
告
示
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
三
十
年
四
月
以
降
に
合
格
者
を
発
表
す

る
試
験
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
二
十
日

福
島
県
人
事
委
員
会

委
員
長

今

野

順

夫

「

福
島
県

行
政
事
務

職
員

2

（
民
間

3

企
業
等

4

職
務
経

5

験
者
）

6

採
用
候

7

「

福
島
県
職
員
（
民
間

一

第
一
次
試
験

補
者
試

8

企
業
等
職
務
経
験
者

ア

教
養
試
験
及
び
論

験

9

採
用
候
補
者
試
験

文
試
験
の
得
点
及
び

10

適
否

11

イ

総
合
順
位
及
び
総

12

一
の
表
中

を

合
得
点

13

農
業
土
木

二

第
二
次
試
験

14

土

木

ア

口
述
試
験
の
得
点

15

イ

適
性
検
査
の
適
否

16

ウ

総
合
順
位

17

」

18
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192021222324

一

第
一
次
試
験

1

ア

教
養
試
験
、ア
ピ
ー

2

ル
シ
ー
ト
試
験
及
び

3

論
文
試
験
の
得
点
及

4

び
適
否

5

イ

総
合
順
位
及
び
総

6

合
得
点

7

二

第
二
次
試
験

8

ア

口
述
試
験
の
得
点

9

イ

適
性
検
査
の
適
否

10

ウ

総
合
順
位

1112に
改
め
る
。

一

第
一
次
試
験

13

ア

教
養
試
験
、ア
ピ
ー

14

ル
シ
ー
ト
試
験
及
び

15

論
文
試
験
の
得
点
及

16

び
適
否

17

イ

資
格
加
点
の
得
点

18

ウ

総
合
順
位
及
び
総

19

合
得
点

20

二

第
二
次
試
験

21

ア

口
述
試
験
の
得
点

22

イ

適
性
検
査
の
適
否

23

ウ

総
合
順
位

24」

（
採
用
給
与
課
）


